
区分

具体例 搬入条件
受入施設
受入数量

(厚み3.2mm以上の鉄板、直径4.5mm以
上の丸鋼及び板バネ、鋳物、スプリ
ングを含まないもの)2m以下×1m以下
×0.7m以下

【事業系】
事業者による搬入は不可

資源化センター
2個

(上記以外のもの) 2m以下
【事業系】
事業者による搬入は不可

埋立場2個

(厚み3.2mm以上の鉄板、直径4.5mm以
上の丸鋼及び板バネ、鋳物、スプリ
ング、ワイヤーを含まないもの)1.5m
以下×1m以下

【事業系】
事業者による搬入は不可

資源化センター
2トン

(上記以外のもの) 2m以下
【事業系】
事業者による搬入は不可

埋立場2個

ピアノ 別表第4の2参照 搬入禁止 -

(厚み3.2mm以上の鉄板、直径4.5mm以
上の丸鋼及び板バネ、鋳物、スプリ
ングを含まないもの)2m以下×1m以下
×0.7m以下

【事業系】
事業者による搬入は不可

資源化センター
5個

(上記以外)2m以下
【事業系】
事業者による搬入は不可

埋立場2個

家具類

廃棄物の種類

オルガン、ドラ
ム、電子ピアノ

看板

G 金属及び木質系複合物

楽器類

卓球台

表中受入数量は1法人(者)1日最大量  福岡市一般廃棄物収集運搬許可業者による家庭系廃棄物の
搬入の場合は、表中「事業者による搬入は不可」としている廃棄物についても原則受け入れる
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